
都道府県知事

各 1 指定都市市長 I 殿

中核市 市 長

こ 成 保 第 9 6 号

令 和 7 年 1月3 1日

こども家庭庁成育局長

（ 公 印 省 略）

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令の公布 について

「子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令 （令和7年内閣府令

第7号）」については、 本日、 別紙1のとおり公布されたところであり、 令和7年 4

月1日よ り施行されることとなった。

その主たる内容は下記のとおりであるので 、 その趣旨を十分理解の上、 管内市町村

（特別区を含む。 以下同じ。）、 関 係機関等 に対し 、 その周知を図る とともに、 その施

行 に遺淵のない よう御配慮をお願いする 。

なお、 本通知は、 地方自治法（昭和22年法律第67号）第245 条の4第1項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添える 。

記

第1 子ども・子育て支援法施行規則 （平成26年内閣府令第44号）の一部改正 関 係

I 就労時間に係る要件に関する特例の改正

子ども・子育て支援法施行規則附則第2条に規定してい る就労時間に係る要件

に関する特例について、 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。 以下

「法」という。）の施行の日から10年 が経過する日（ 以下「 施行後10年経過日」

という。）の翌日から同日以後5年 を経過する日までの間については、 施行後10

年経過日において現に、 1 か月当たり48時間未満の時間を条例において定めてい

る市町村に限り、 1 か月当たり64 時間を超えない範囲内の時間を定め ることが で

きることとすること。

II その他

その他所要の改正 を行うこと。

第2 家庭的保育事業の設備及び 運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61

号）、 特定教育 ・保育 施設及び特定地域型保育事業並び に特定子ども・子育て支

援 施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）及び内閣府の所管す






































